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令
和
三
年
辛
丑
の
新
春
を
迎
え
、
皇
室
の

愈
々
の
弥
栄
と
、
県
内
各
神
社
の
御
社
頭
の

ご
隆
昌
、
そ
し
て
、
皆
様
方
の
ご
健
勝
ご
多

幸
を
心
よ
り
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

　

中
国
武
漢
に
端
を
発
し
た
感
染
症
は
、
全

世
界
に
蔓
延
し
感
染
者
は
四
千
五
百
万
人
余

り
、
死
者
は
百
十
八
万
人
余
り
（
令
和
二
年

十
月
三
十
日
現
在
）
に
達
し
て
い
ま
す
。

　

我
が
国
で
は
、
ク
ル
ー
ズ
船
の
感
染
者
を

含
め
十
万
人
余
り
、
死
者
数
は
千
七
百
六
十

九
人（
令
和
二
年
十
月
三
十
日
現
在
）と
な
っ

て
い
ま
す
。

　

世
界
に
比
し
て
、
我
が
国
の
感
染
者
数
、

死
亡
者
数
は
よ
く
抑
え
ら
れ
て
い
る
と
思
い

ま
す
。
そ
れ
は
、
行
政
、
医
療
従
事
者
の
適

切
な
処
置
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
思
い

ま
す
が
、
日
本
人
の
日
頃
の
生
活
習
慣
が
感

染
拡
大
を
防
い
で
い
る
の
で
は
な
い
か
と
感

じ
て
い
る
の
は
私
だ
け
で
は
無
い
と
思
い
ま

す
。

　

と
は
言
っ
て
も
、
昨
年
の
三
月
以
降
、
各

神
社
の
春
祭
り
、
夏
祭
り
、
秋
祭
り
ま
で
も
、

ほ
ぼ
全
て
の
神
賑
い
行
事
の
自
粛
を
余
儀
な

く
さ
れ
、
経
験
値
を
超
え
た
苦
境
に
立
た
さ

れ
て
い
る
こ
と
に
違
い
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

そ
し
て
、
神
社
界
に
と
り
ま
し
て
喫
緊
の

不
安
材
料
は
、
七
五
三
詣
、
年
始
の
初
詣
参

拝
状
況
に
つ
い
て
で
あ
り
ま
し
た
。

　

各
神
社
と
も
、
各
方
面
か
ら
の
情
報
を
収

集
し
、
感
染
防
止
策
を
講
じ
て
参
拝
者
を
受

け
入
れ
て
い
た
だ
い
た
こ
と
と
思
い
ま
す
。

　

昨
年
十
月
二
十
三
日
、「
新
型
コ
ロ
ナ
政

府
分
科
会
」
が
年
末
年
始
の
休
暇
を
、
最
大

一
月
十
一
日
迄
企
業
側
に
延
長
要
請
す
る
と

の
報
道
が
あ
り
、
そ
の
中
で
、
神
社
界
の
初

詣
に
関
す
る
取
り
組
み
に
つ
い
て
の
紹
介
も

あ
り
ま
し
た
。

　

こ
の
庁
報
が
お
手
元
に
届
く
頃
、
コ
ロ
ナ

禍
の
影
響
が
最
小
限
で
あ
る
こ
と
を
念
じ
て

止
み
ま
せ
ん
。

　

神
社
庁
諸
行
事
も
、
元
年
度
下
半
期
の
殆

ど
の
行
事
が
中
止
と
な
り
、
今
年
度
に
入
り

ま
し
て
も
、
教
化
委
員
会
の
「
中
国
地
区
教

化
会
議
」「
こ
ど
も
伊
勢
ま
い
り
」を
始
め「
中

国
地
区
中
堅
神
職
研
修
会
」
や
当
県
主
催
の

各
種
研
修
会
も
中
止
或
い
は
延
期
と
な
っ
て

お
り
ま
す
。

　

そ
ん
な
中
で
、
県
外
受
講
者
を
含
め
二
十

八
名
の
受
講
者
を
受
け
入
れ
「
直
階
検
定
講

習
会
」
を
予
定
通
り
八
月
七
日
に
開
講
し
、

九
月
一
日
に
一
人
の
落
伍
者
も
無
く
修
了
す

る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
事
は
、
特
筆
に
値
す

る
講
習
会
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。

　

感
染
症
の
感
染
に
歯
止
め
が
か
か
ら
ず
、

近
県
の
殆
ど
の
神
社
庁
が
講
習
会
を
中
止
し

て
い
る
状
況
下
で
あ
っ
た
た
め
、
講
習
中
に

感
染
者
が
出
れ
ば
中
止
を
条
件
に
開
催
を
決

定
し
ま
し
た
。

　

出
来
得
る
限
り
の
感
染
防
止
策
を
施
し
、

受
講
者
に
は
開
講
二
週
間
前
か
ら
毎
日
検
温

の
報
告
や
日
常
生
活
に
も
気
を
配
る
こ
と
等

を
義
務
付
け
、
講
師
の
先
生
方
に
も
同
様
の

お
願
い
を
し
、
開
講
に
こ
ぎ
つ
け
ま
し
た
。

　

講
習
期
間
中
も
、
日
々
体
調
管
理
に
留
意

し
、
常
に
マ
ス
ク
着
用
で
受
講
し
て
い
た
だ

く
等
、
受
講
生
に
は
心
身
と
も
に
大
変
辛
い

思
い
の
中
、
頑
張
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

そ
う
し
た
受
講
生
の
頑
張
り
に
応
え
て
、

熱
心
に
ご
指
導
い
た
だ
い
た
講
師
の
先
生
方

に
も
敬
意
を
表
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
こ
の
講
習
会
の
一
番
の
功
労
者

は
、
神
社
庁
の
三
名
の
職
員
で
あ
り
、
心
よ

り
労
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

昨
年
の
一
月
発
刊
の
庁
報
で
、
神
道
政
治

連
盟
岡
山
県
本
部
の
重
点
活
動
の
一
端
を
紹

介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
思
わ
ぬ
形

で
警
察
と
の
協
力
関
係
が
実
現
し
ま
し
た
の

で
紹
介
し
て
お
き
ま
す
。

　

昨
年
の
六
月
中
旬
、
石
上
布
都
魂
神
社
物

部
明
憲
宮
司
を
介
し
て
真
庭
警
察
署
黒
田
俊

介
署
長
、
川
㟢
紀
三
郎
副
署
長
と
面
会
の
機

会
を
戴
き
、
懇
談
の
中
で
、
岡
山
県
警
が
最

重
要
課
題
と
し
て
取
り
組
ん
で
い
る
「
特
殊

詐
欺
撲
滅
」
啓
発
へ
の
協
力
を
依
頼
さ
れ
ま

し
た
。

　

早
速
、
七
月
初
旬
真
庭
支
部
黒
田
公
宜
支

部
長
が
仲
介
役
の
物
部
宮
司
と
共
に
、
黒
田

署
長
に
面
会
し
て
い
た
だ
き
、そ
の
席
上
で
、

真
庭
署
管
内
の
神
社
に
特
殊
詐
欺
撲
滅
幟
三

百
本
の
設
置
を
正
式
に
依
頼
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
れ
を
受
け
て
、
直
ち
に
支
部
執
行
部
で

協
議
、
即
断
即
決
を
し
て
い
た
だ
き
、
今
回

の
協
力
体
制
が
実
現
し
ま
し
た
。

　

急
な
お
願
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ご
協
力

を
頂
き
ま
し
た
黒
田
支
部
長
を
始
め
、
各
宮

司
様
に
は
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　

本
年
予
定
さ
れ
て
い
ま
す
当
庁
諸
行
事

が
、
予
定
通
り
行
え
る
か
ど
う
か
、
先
が
見

通
せ
な
い
現
状
で
は
あ
り
ま
す
が
、
全
て
の

行
事
は
行
う
こ
と
を
前
提
に
、
過
剰
に
恐
れ

ず
、
そ
れ
で
い
て
遂
行
に
当
た
っ
て
は
、
慎

重
か
つ
、
充
分
な
対
策
を
講
じ
て
取
り
組
ん

で
参
り
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

ど
う
か
、
皆
様
の
ご
理
解
と
、
一
層
の
ご

支
援
ご
協
力
を
賜
り
ま
す
よ
う
宜
し
く
お
願

い
申
し
上
げ
ま
す
。

年
頭
の
ご
挨
拶

年
頭
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ご
挨
拶
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○�

令
和
二
年
度
岡
山
県
神
社
庁
一
般
会
計

　

�　

歳
入
の
負
担
金
は
各
支
部
一
律
二
割
削

減
。
歳
出
の
役
員
報
酬
は
計
上
し
な
い
こ

と
を
決
定
。�
（
六
月
二
十
二
日
）

○�

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
を
契
機
と

し
た
文
化
財
修
理
事
業
等
へ
の
国
庫
補
助

率
の
加
算
措
置

　

�　

神
社
本
庁
か
ら
通
知
が
あ
り
、
県
内
神

職
に
メ
ー
ル
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
に
て
周

知
。�

（
八
月
十
二
日
）

○�

新
し
い
生
活
様
式
に
あ
わ
せ
た
祭
典
（
神

事
）
の
心
得
チ
ラ
シ

　

�　

神
社
本
庁
か
ら
通
知
が
あ
り
、
県
内
神

職
に
配
布
。
ま
た
、メ
ー
ル
、ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
上
に
て
チ
ラ
シ
デ
ー
タ
が
印
刷
可
能
で

あ
る
こ
と
を
周
知
。�

（
八
月
十
三
日
）

○
神
宮
神
楽
殿
御
祈
祷
の
再
開

　

�　

神
宮
司
庁
か
ら
内
宮
、
外
宮
の
神
楽
殿

で
の
御
祈
祷
の
再
開
に
つ
い
て
通
知
が
あ

り
、
県
内
神
職
に
メ
ー
ル
、
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
上
に
て
周
知
。�

（
八
月
十
七
日
）

○�

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
対
す
る

社
会
状
況
を
踏
ま
え
て
、
役
員
会
で
、
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
対
す
る
特

別
体
制
の
基
準
を
次
の
通
り
改
正

�

（
八
月
二
十
八
日
）

○�

「
変
わ
ら
な
い
祈
り
の
た
め
に
」
キ
ャ
ン

ペ
ー
ン

　

�　

全
国
十
三
都
府
県
の
賛
同
神
社
庁
に
よ

り
実
施
。
岡
山
県
も
賛
同
神
社
庁
に
名
を

連
ね
る
。
神
社
参
拝
時
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

の
共
通
使
用
、
チ
ラ
シ
や
ポ
ス
タ
ー
の
共

同
制
作
、
共
同
使
用
に
よ
り
新
し
い
生
活

様
式
に
対
応
。
チ
ラ
シ
・
ポ
ス
タ
ー
が
申

込
、
印
刷
可
能
で
あ
る
こ
と
を
県
内
神
職

に
メ
ー
ル
、ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
に
て
周
知
。

�

（
九
月
三
日
）

○
神
宮
御
垣
内
参
拝
の
再
開

　

�　

神
宮
司
庁
か
ら
内
宮
、
外
宮
の
御
垣
内

参
拝
（
特
別
参
拝
）
を
十
月
一
日
（
木
）

か
ら
取
扱
時
間
、
人
数
制
限
を
設
け
再
開

す
る
こ
と
に
つ
い
て
通
知
が
あ
り
、
県
内

神
職
に
メ
ー
ル
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
に
て

周
知
。�

（
九
月
十
六
日
）

○�

第
六
十
六
回
伊
勢
神
宮
新
穀
感
謝
祭

　

�　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
収
束
の

兆
し
が
見
え
な
い
こ
と
か
ら
、
神
社
庁
役

員
の
み
の
代
表
参
列
に
決
定
。

�

（
九
月
二
十
九
日
）

○�

神
宮
神
楽
殿
の
登
殿
人
員
制
限
の
緩
和

　

�　

神
宮
司
庁
か
ら
通
知
が
あ
り
、
県
内
神

職
に
書
面
、
メ
ー
ル
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上

に
て
周
知
。�

（
十
月
一
日
）

○�

神
社
に
お
け
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
対
策
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

　

�　

神
社
本
庁
か
ら
通
知
が
あ
り
、
県
内
神

職
に
書
面
、
メ
ー
ル
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上

に
て
周
知
。�

（
十
月
六
日
）

○
神
社
本
庁
主
催
の
研
修

　
�　

神
社
本
庁
か
ら
通
知
が
あ
り
、
令
和
二

年
十
一
月
か
ら
令
和
三
年
三
月
ま
で
は
開

催
し
な
い
こ
と
な
ど
を
県
内
神
職
に
メ
ー

ル
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
に
て
周
知
。

�

（
十
月
十
三
日
）

○�

立
皇
嗣
の
礼
当
日
神
社
に
於
い
て
行
う
祭
祀

　

�　

神
社
本
庁
か
ら
改
め
て
通
知
が
あ
り
、

県
内
神
職
に
メ
ー
ル
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上

に
て
周
知
。�

（
十
月
十
六
日
）

○�

Ｇ
ｏ
Ｔ
ｏ
ト
ラ
ベ
ル
事
業
及
び
キ
ャ
ッ
シ
ュ

レ
ス
決
済
に
関
わ
る
税
務
上
の
留
意
点

　

�　

神
社
本
庁
か
ら
通
知
が
あ
り
、
県
内
神

職
に
メ
ー
ル
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
に
て
周

知
。�

（
十
月
二
十
六
日
）

○�

令
和
二
年
度
階
位
検
定
講
習
会
の
中
止

　

�　

國
學
院
大
学
、
皇
學
館
大
学
に
お
い
て

毎
年
二
月
、
三
月
に
か
け
て
開
催
さ
れ
て

い
る
春
季
の
権
正
階
、
直
階
検
定
講
習
会

は
中
止
。
次
は
早
く
て
も
令
和
三
年
夏
以

降
に
な
る
こ
と
を
県
内
神
職
に
メ
ー
ル
に

て
周
知
。�

（
十
一
月
十
日
）

○�

感
染
症
対
策
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
改
訂

　

�　

神
社
本
庁
か
ら
通
知
が
あ
り
、
県
内
神

職
に
書
面
、
メ
ー
ル
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上

に
て
周
知
。�

（
十
一
月
十
九
日
）

○�

日
本
宗
教
連
盟
主
催　

コ
ロ
ナ
禍
に
お
け

る
宗
教
活
動
を
考
え
る
セ
ミ
ナ
ー
開
催

　

�　

神
社
本
庁
か
ら
案
内
が
あ
り
、
県
内
神

職
に
メ
ー
ル
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
に
て
周

知
。�

（
十
一
月
二
十
日
）

○�

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
関
わ
る

神
社
へ
の
貸
付
制
度

　

�　

神
社
本
庁
で
新
た
に
創
設
さ
れ
た
こ
と

と
、
そ
れ
に
伴
い
岡
山
県
神
社
庁
の
貸
付

制
度
を
変
更
し
た
こ
と
を
、
県
内
神
職
に

メ
ー
ル
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
に
て
周
知
。

�

（
十
二
月
三
日
）

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
へ
の

�

岡
山
県
神
社
庁
の
対
応

発令の目安 勤務体制 少人数の
会合

50人以上の
会合 事業

レベル１ 県内で継続的に感染
者が出ているとき

通常勤務
注意喚起 〇 〇 〇

レベル２
特定の職種・職場以
外の感染者が広がり
を見せているとき

通常勤務
注意喚起 〇 × 〇

レベル３
岡山市内で企業の在
宅勤務が進んでいる
とき

勤務体制の
縮小、時差
出勤を検討

不要不急の
会合は延期 × 個別に延期、

中止を検討

レベル４
国又は県から外出自
粛又は休業の要請が
なされたとき

交代出勤、
自宅勤務 × × ×

※50人以上の会合の人数は、案内先の人数とする。
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〇�

議
案
第
一
号
　�

令
和
元
年
度
岡
山
県
神
社
庁

一
般
会
計
歳
入
歳
出
決
算

〇�

議
案
第
二
号
　�

令
和
元
年
度
岡
山
県
神
社
庁

別
途
会
計
収
支
決
算

〇�

議
案
第
三
号
　�

令
和
元
年
度
岡
山
県
神
社
庁

事
業
会
計
決
算

〇�

議
案
第
四
号
　
岡
山
県
神
社
庁
財
産
目
録

〇�

議
案
第
五
号
　�

岡
山
県
神
社
庁
規
則
の
一
部

を
変
更
す
る
改
正
案

〇�

議
案
第
六
号
　�

岡
山
県
神
社
庁
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
貸
付

取
扱
要
綱
の
一
部
を
変
更
す

る
改
正
案

・�

議
案
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
、
原
案
の

通
り
承
認
。

・�

議
案
第
六
号
に
つ
い
て
、
本
年
六
月
に
役

員
会
議
決
に
よ
り
制
度
を
創
設
し
た
が
、

十
月
に
神
社
本
庁
に
お
い
て
「
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
る
神
社

本
庁
災
害
等
対
策
資
金
貸
付
規
程
に
基
づ

く
借
入
の
特
例
措
置
規
程
」
が
成
立
し
た

こ
と
か
ら
、
貸
付
対
象
を
「
神
社
本
庁
で

貸
付
総
額
の
超
過
を
理
由
に
借
入
で
き
な

か
っ
た
神
社
」
に
変
更
し
、
貸
付
の
原
資

を
縮
小
し
た
。

議
　
事

補
　
足

令
和
二
年 

臨
時
協
議
員
会 

報
告

令
和
二
年
十
一
月
十
三
日
（
金
）

於
　
神
社
庁

　

第
二
十
一
回
直
階
検
定
講
習
会
を
八
月
七

日
か
ら
九
月
一
日
ま
で
の
期
間
で
岡
山
県
神

社
庁
を
会
場
に
開
催
し
ま
し
た
。
前
回
の
直

階
検
定
講
習
会
か
ら
四
年
目
、
権
正
階
検
定

講
習
会
か
ら
三
年
目
の
年
に
あ
た
り
ま
す
。

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
感
染
者

が
全
国
で
絶
え
な
い
状
況
の
中
、
今
年
、
階

位
検
定
講
習
会
を
開
催
し
た
の
は
京
都
府

（
直
階
・
権
正
階
）、
長
崎
県
（
直
階
）、
そ
し

て
岡
山
県
（
直
階
）
の
三
府
県
の
み
で
し
た
。

　

自
然
と
県
外
か
ら
の
受
講
者
の
比
率
が
例

年
よ
り
多
く
な
り
、
県
内
の
神
社
に
奉
仕
す

る
予
定
の
者
が
二
十
一
人
、
県
外
が
七
人
、

男
女
別
で
は
男
性
が
十
八
人
、
女
性
が
十
人

の
計
二
十
八
人
で
開
催
と
な
り
ま
し
た
。
年

齢
は
十
八
才
か
ら
七
十
才
ま
で
、
平
均
年
齢

が
三
十
九
・
五
才
、
神
職
の
ご
家
族
が
約
七

割
で
し
た
。

　

教
室
は
、
三
密
を
避
け
る
た
め
に
神
社
庁

で
一
番
面
積
が
広
い
神
殿
を
使
用
し
て
着
席

時
に
二
メ
ー
ト
ル
以
上
の
間
隔
を
確
保
し
、

換
気
を
十
分
に
し
て
講
義
を
行
い
ま
し
た
。

ま
た
、
祭
式
は
身
体
の
接
触
が
あ
る
こ
と
か

ら
講
習
会
の
前
半
は
座
学
の
講
義
の
み
を
行

い
、
後
半
に
祭
式
を
集
中
し
て
実
施
し
、
万

が
一
、
受
講
者
の
中
に
感
染
者
が
い
た
場
合

に
備
え
ま
し
た
。
そ
の
分
、
祭
式
を
習
得
す

る
時
間
は
限
定
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、

夕
拝
作
法
の
動
画
を
受
講
生
に
配
布
し
て
前

半
に
も
毎
日
夕
拝
を
行
い
、
受
講
者
が
交
代

で
祭
員
を
奉
仕
す
る
な
ど
し
て
少
し
で
も
多

く
祭
式
に
触
れ
る
機
会
を
確
保
し
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
い
か
に
接
触
を
避
け
る
努
力
を

し
て
も
、
受
講
者
の
中
に
感
染
者
が
い
れ

ば
講
習
会
自
体
が
中
止
と
な
っ
て
し
ま
い
ま

す
。
そ
の
こ
と
を
受
講
者
に
予
め
周
知
し
た

上
で
、
講
習
会
開
催
の
一
月
前
か
ら
不
要
な

会
合
参
加
や
県
外
移
動
、
自
宅
以
外
で
の
飲

酒
の
禁
止
、
密
と
な
る
場
所
へ
の
立
ち
入
り

禁
止
な
ど
、
多
岐
に
わ
た
る
生
活
制
限
を
設

け
て
受
講
者
が
感
染
し
な
い
よ
う
に
努
め
ま

し
た
。
ま
た
、
受
講
二
週
間
前
か
ら
は
毎
日

体
温
計
測
を
行
い
、
定
期
的
に
神
社
庁
に
報

告
を
義
務
付
け
ま
し
た
。
開
講
後
は
、講
義
、

祭
式
共
に
常
時
マ
ス
ク
を
着
用
し
、
授
受
を

伴
う
作
法
が
あ
る
時
間
に
は
、
手
袋
を
す
る

こ
と
と
し
ま
し
た
。
ま
た
、
体
温
計
測
は
、

朝
自
宅
で
一
回
、
神
社
庁
来
庁
時
に
一
回
、

お
昼
に
一
回
と
一
日
三
回
計
測
し
、
神
社
庁

の
各
所
に
ア
ル
コ
ー
ル
消
毒
液
を
配
置
し
て

感
染
防
止
に
努
め
ま
し
た
。
受
講
生
に
対
す

る
「
自
宅
以
外
で
の
飲
酒
の
禁
止
」
な
ど
の

生
活
面
の
制
限
を
講
習
期
間
中
も
継
続
し
、

今
回
の
受
講
生
は
制
約
の
厳
し
い
中
で
真
面

目
に
受
講
さ
れ
た
と
思
い
ま
す
。

　

例
年
は
、
神
宮
に
全
員
で
参
拝
を
し
て
神

職
を
目
指
す
者
と
し
て
の
自
覚
を
促
し
て
い

ま
し
た
が
、
今
年
は
吉
備
津
神
社
に
お
い
て

正
式
参
拝
と
鳴
釜
神
事
に
参
列
し
ま
し
た
。

ま
た
、
日
ご
ろ
の
祈
祷
の
様
子
を
伺
っ
た
り

す
る
な
ど
、
先
輩
神
職
の
姿
を
実
体
験
と
し

て
学
び
ま
し
た
。

　

閉
講
式
で
は
、
牧
庁
長
か
ら
「
来
年
は
、

権
正
階
講
習
会
を
開
催
す
る
予
定
と
し
て
い

る
の
で
、
宮
司
資
格
を
目
指
し
て
、
是
非
、

岡
山
で
受
講
す
る
よ
う
期
待
し
ま
す
」
と
激

励
の
言
葉
が
あ
り
ま
し
た
。

直
階
検
定
講
習
会
を

直
階
検
定
講
習
会
を
二
十
八
人

二
十
八
人
が
修
了

が
修
了
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令和元年度　岡山県神社庁

一般会計歳入歳出決算書
（令和元年7月1日～令和2年6月30日）

歳 入 の 部 （単位 ：円）
科　　　　　目 予　算　額 決　算　額 差　異

Ⅰ　�神 饌 及 幣 帛 料 1,470,000 1,296,400 173,600 
１　�本 庁 幣 1,220,000 1,216,400 3,600 
２　�神 饌 及 初 穂 料 250,000 80,000 170,000 

Ⅱ　�財 産 収 入 6,000 3,498 2,502 
Ⅲ　�負 担 金 36,920,000 36,694,900 225,100 

１　�神 社 負 担 金 25,844,000 25,697,070 146,930 
２　�神 職 負 担 金 9,230,000 9,150,540 79,460 
３　�支 部 負 担 金 1,846,000 1,847,290 △ 1,290 

Ⅳ　�交 付 金 64,600,000 67,389,100 △ 2,789,100 
１　�本 庁 交 付 金 3,500,000 6,339,100 △ 2,839,100 
２　�神宮神徳宣揚費交付金 60,700,000 60,700,000 0 
３　�本 庁 補 助 金 400,000 350,000 50,000 

Ⅴ　�寄 付 金 10,000 0 10,000 
Ⅵ　�諸 収 入 4,080,000 4,643,356 △ 563,356 

１　�表 彰 金 50,000 70,000 △ 20,000 
２　�預 金 利 子 5,000 111 4,889 
３　�申 請 料 ・ 任 命 料 2,000,000 3,064,000 △ 1,064,000 
４　�会 費 1,725,000 1,316,000 409,000 
５　�雑 収 入 300,000 193,245 106,755 

Ⅶ　�繰 入 金 1,200,000 1,443,914 △ 243,914 
当 期 歳 入 合 計 108,286,000 111,471,168 △ 3,185,168 

前 期 繰 越 金
23,937,090 

25,458,348 
△ 1,521,258 

（25,458,348） （0）

歳 入 合 計
132,223,090 

136,929,516 
△ 4,706,426 

（133,744,348） （△ 3,185,168）

歳 出 の 部 （単位 ：円）
科　　　　　目 予　算　額 決　算　額 差　異

Ⅰ　�幣 帛 料 2,900,000 2,703,900 196,100 
１　�本 庁 幣 2,800,000 2,673,900 126,100 
２　�神 社 庁 幣 100,000 30,000 70,000 

Ⅱ　�神 事 費 400,000 194,828 205,172 

Ⅲ　�事 務 局 費
31,670,000 

28,611,424
3,058,576 

（32,570,000） （3,958,576）
１　�表 彰 並 び に 儀 礼 費 1,300,000 1,152,762 147,238 
　⑴　�各 種 表 彰 費 500,000 627,040 △ 127,040 
　⑵　�慶 弔 費 800,000 525,722 274,278 
２　�会 議 費 200,000 115,814 84,186 
３　�役 員 関 係 費 1,400,000 1,280,000 120,000 
　⑴　�役 員 報 酬 1,280,000 1,280,000 0 
　⑵　�地 区 会 議 関 係 費 120,000 0 120,000 
４　�給料及び福利厚生費 17,620,000 17,483,783 136,217 
　⑴　�給 料 9,000,000 8,952,000 48,000 
　⑵　�諸 手 当 5,900,000 5,867,716 32,284 
　⑶　�各 種 保 険 料 2,600,000 2,544,083 55,917 
　⑷　�職 員 厚 生 費 120,000 119,984 16 

５　�庁 費
6,100,000 

5,704,844
395,156 

（7,000,000） （1,295,156）

　⑴　�備 品 費
500,000 

1,198,149
△ 698,149 

（1,400,000） （201,851）
　⑵　�図 書 印 刷 費 950,000 559,386 390,614 
　⑶　�消 耗 品 費 1,400,000 1,237,077 162,923 
　⑷　�水 道 光 熱 費 1,250,000 1,161,313 88,687 
　⑸　�通 信 運 搬 費 900,000 1,125,563 △ 225,563 
　⑹　�雑 費 1,100,000 423,356 676,644 
６　�交 際 費 1,100,000 694,851 405,149 
７　�旅 費 2,800,000 1,322,569 1,477,431 
８　�維 持 管 理 費 950,000 691,801 258,199 
９　�法 務 対 策 費 200,000 165,000 35,000 

科　　　　　目 予　算　額 決　算　額 差　異
Ⅳ　�指 導 奨 励 費 15,279,000 13,060,467 2,218,533 

１　�教 化 事 業 費 4,738,000 4,174,283 563,717 
　⑴　�教 化 費 550,000 375,260 174,740 
　⑵　�広 報 費 1,140,000 1,090,231 49,769 
　⑶　�事 業 費 488,000 202,617 285,383 
　⑷　�神 宮 奉 賛 費 1,180,000 1,214,424 △ 34,424 
　⑸　�育 成 費 1,380,000 1,291,751 88,249 
２　�神 社 庁 研 修 所 費 2,000,000 936,055 1,063,945 
　⑴　�研 修 費 2,000,000 936,055 1,063,945 
３　�祭 祀 研 究 費 2,850,000 2,406,879 443,121 
４　�各 種 補 助 金 5,691,000 5,543,250 147,750 
　⑴　�神 政 連 関 係 費 135,000 135,000 0 
　⑵　�神 青 協 補 助 金 450,000 450,000 0 
　⑶　�氏 青 協 補 助 金 90,000 90,000 0 
　⑷　�県 教 神 協 補 助 金 90,000 90,000 0 
　⑸　�女子神職会補助金 162,000 162,000 0 
　⑹　�県 敬 婦 連 補 助 金 117,000 117,000 0 
　⑺　�神 楽 部 補 助 金 90,000 90,000 0 
　⑻　�作 州 神 楽 補 助 金 27,000 27,000 0 
　⑼　�支部長懇話会補助金 150,000 0 150,000 
　⑽　�神宮大祭派遣補助金 30,000 30,000 0 
　⑾　�教 誨 師 関 係 費 350,000 258,250 91,750 
　⑿　�団 体 参 拝 補 助 金 200,000 0 200,000 
　⒀　�過疎地域神社活性化助成金 2,300,000 2,594,000 △ 294,000 
　⒁　�地区大会等援助金 1,500,000 1,500,000 0 

Ⅴ　�各 種 積 立 金
7,010,000 

9,571,600
△ 2,561,600 

（9,571,600） （0）
１　�職員退職給与積立金 1,350,000 1,350,000 0 
２　�正副庁長退任慰労金積立金 160,000 160,000 0 

３　�庁舎管理資金積立金
2,500,000 

5,061,600
△ 2,561,600 

（5,061,600） （0）
４　�次期式年遷宮準備金 2,000,000 2,000,000 0 
５　�災 害 見 舞 積 立 金 500,000 500,000 0 
６　�関 係 者 大 会 積 立 金 500,000 500,000 0 

Ⅵ　�神 社 関 係 者 大 会 費 600,000 0 600,000 
Ⅶ　�負 担 金 22,329,300 21,947,584 381,716 

１　�本庁災害慰謝負担金 303,150 303,150 0 
２　�本 庁 負 担 金 6,366,150 6,366,150 0 
３　�本 庁 特 別 納 付 金 12,400,000 12,342,784 57,216 
４　�支 部 負 担 金 奨 励 費 2,960,000 2,935,500 24,500 
５　�負 担 金 特 別 対 策 費 300,000 0 300,000 

Ⅷ　�渉 外 費 1,350,000 893,695 456,305 
１　�友 好 団 体 関 係 費 1,100,000 735,465 364,535 
２　�時 局 対 策 費 100,000 32,800 67,200 
３　�同 和 対 策 費 150,000 125,430 24,570 

Ⅸ　�神宮神徳宣揚費交付金 33,000,000 31,640,000 1,360,000 
Ⅹ　�大 麻 頒 布 事 業 関 係 費 5,900,000 5,383,693 516,307 

１　�頒 布 事 務 費 500,000 398,441 101,559 
２　�頒 布 事 業 奨 励 費 5,400,000 4,985,252 414,748 

Ⅺ　�御 代 替 奉 祝 費 3,000,000 1,845,128 1,154,872 

Ⅻ　�予 備 費
9,406,048 

0 
9,406,048 

（6,844,448） （6,844,448）

当 期 歳 出 合 計
133,744,348

115,852,319
17,892,029 

（133,744,348） （17,892,029）
次 期 繰 越 金 0 21,077,197 △ 21,077,197 

歳 出 合 計
133,744,348 

136,929,516
△ 3,185,168 

（133,744,348） （△ 3,185,168）

注1　差異は、決算額が予算額に比し、超過した場合△で表示する。
注2　表中の（　）内は補正予算額。

歳入総額� 136,929,516円
歳出総額� 115,852,319円
差引残高� 21,077,197円

新令和元年規テキスト
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令
和
二
年
は
、
本
来
な
ら
ば
東
京
オ
リ
ン

ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
が
開
催
さ
れ
、

華
や
か
な
年
と
し
て
記
憶
さ
れ
る
は
ず
で

あ
っ
た
。
だ
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
の
世
界
的
な
感
染
拡
大
に
よ
っ
て
、
大

会
は
延
期
と
な
っ
た
。
現
在
も
感
染
の
終
息

は
見
え
て
お
ら
ず
、
人
々
の
生
活
に
は
様
々

な
制
限
や
影
響
が
あ
り
、
精
神
的
に
も
先
の

見
え
な
い
不
安
な
状
態
が
続
い
て
い
る
。

　

振
り
返
る
と
、三
月
以
降
Ｓ
Ｎ
Ｓ
や
マ
ス
・

メ
デ
ィ
ア
等
を
通
じ
て
「
ア
マ
ビ
エ
」
と
い

う
も
の
が
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
四
月

頃
か
ら
だ
ろ
う
か
、
日
本
各
地
の
神
社
の
御

朱
印
に
も
ア
マ
ビ
エ
の
絵
を
使
用
し
た
も
の

が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

こ
の
ア
マ
ビ
エ
と
は
、
江
戸
時
代
後
期
の

弘
化
三
年
（
一
八
四
六
年
）
に
制
作
さ
れ
た

と
み
ら
れ
る
刷
り
物
に
絵
と
文
が
記
さ
れ
て

い
る
。
肥
後
国
（
現
：
熊
本
県
）
で
夜
ご
と

に
海
に
光
り
物
が
起
こ
っ
た
た
め
、
土
地
の

役
人
が
赴
い
た
と
こ
ろ
、
ア
マ
ビ
エ
と
名
乗

る
も
の
が
出
現
し
、
役
人
に
対
し
て
「
私
は

海
中
に
住
む
ア
マ
ビ
エ
と
い
う
者
だ
。
今
年

か
ら
六
年
間
諸
国
は
豊
作
に
な
る
。
た
だ
し

疫
病
が
は
や
る
か
ら
、
す
ぐ
に
で
も
私
の
姿

を
写
し
て
人
々
に
見
せ
よ
。」
と
告
げ
、
海

中
に
帰
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
こ
と
か
ら
、「
疫
病
除
け
の
妖
怪
」

と
令
和
の
日
本
で
は
認
識
さ
れ
、
広
ま
っ
て

い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
ア
マ
ビ
エ
の
絵

を
用
い
た
も
の
は
何
も
御
朱
印
に
限
ら
ず
、

他
の
授
与
品
に
も
用
い
ら
れ
て
い
っ
た
。
更

に
は
民
間
事
業
者
で
も
ア
マ
ビ
エ
を
用
い
た

商
品
の
販
売
、
国
の
機
関
や
地
方
自
治
体
が

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
に
利
用
す
る
な
ど
、
全
国
的

な
ブ
ー
ム
の
様
相
を
呈
し
て
い
っ
た
の
で
あ

る
。

　

さ
て
、
こ
こ
で
疑
問
と
な
る
の
が
、
ア
マ

ビ
エ
を
用
い
た
神
社
か
ら
の
授
与
品
の
位
置

付
け
に
つ
い
て
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
神
社
に

は
御
祭
神
が
祀
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

　

今
回
の
ア
マ
ビ
エ
は
民
間
信
仰
に
属
す
る

も
の
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
妖
怪
と
さ
れ
る
。

そ
れ
を
前
面
に
出
し
た
授
与
品
の
頒
布
を
神

社
が
推
奨
し
て
い
る
と
い
う
の
は
、
御
祭
神

と
の
関
係
や
整
合
性
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て

い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
に
よ
る
国
難
と
も
い
え
る
状
況
の

中
で
、
人
々
の
心
の
ゆ
と
り
や
安
心
を
図
る

た
め
、
神
社
と
し
て
で
き
る
こ
と
は
何
か
と

い
う
こ
と
で
、
授
与
し
て
い
る
か
も
し
れ
な

い
。
ま
た
、
参
拝
者
の
減
少
の
影
響
を
、
流

行
を
取
り
入
れ
る
こ
と
で
何
と
か
改
善
す
る

た
め
に
授
与
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

氏
子
崇
敬
者
の
要
請
・
要
望
や
地
域
の
事
情

か
ら
扱
っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
か
も
し
れ

な
い
。
た
だ
、
な
ぜ
、
ア
マ
ビ
エ
を
授
与
品

に
用
い
る
の
か
、説
明
で
き
る
だ
け
の
根
拠
・

裏
付
け
が
な
い
と
説
得
力
が
な
い
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
事
情
が
ど
う
で
あ
れ
、
授
与

品
が
利
益
優
先
の
俗
な
商
品
的
な
物
に
な
ら

な
い
よ
う
に
、
心
し
て
扱
う
と
い
う
こ
と
を

常
に
意
識
す
る
こ
と
は
当
然
の
こ
と
で
あ

る
。

　

で
は
次
に
、
授
与
品
に
つ
い
て
、
神
社
本

庁
か
ら
ど
の
よ
う
に
示
さ
れ
て
い
る
の
か
確

認
す
る
。

◎
神
社
本
庁
憲
章
か
ら
抜
粋

　

第
八
条　

�

神
社
は
、
神
祇
を
奉
斎
し
、
祭

祀
を
行
い
、
祭
神
の
神
徳
を
広

め
、以
て
皇
運
の
隆
昌
と
氏
子
・

崇
敬
者
の
繁
栄
を
祈
念
す
る
こ

と
を
本
義
と
す
る
。

　
　
　

三　

�

神
符
、
守
札
等
の
取
扱
い
に
つ

い
て
は
、
信
仰
上
の
尊
厳
を
汚

し
て
は
な
ら
な
い
。

◎
神
符
守
札
等
の
御
取
扱
い
に
関
す
る
件

　

�（
昭
和
五
十
四
年
十
一
月
二
十
七
日
通
達

第
四
号
）
か
ら
抜
粋

　

一
、�

神
符
守
札
は
御
社
頭
に
お
い
て
参
詣

者
に
対
し
個
々
に
授
与
す
る
こ
と
を

原
則
と
し
、
営
利
企
業
等
に
対
し
て

一
括
し
て
大
量
に
授
与
す
る
こ
と

は
、
商
品
化
さ
れ
る
恐
れ
が
多
分
に

あ
る
の
で
こ
れ
を
行
わ
な
い
。

　

二
、�

百
貨
店
や
商
店
等
、
社
頭
以
外
の
場

所
へ
出
張
し
て
の
授
与
は
、
商
品
と

の
混
同
を
招
き
や
す
い
の
で
、
こ
れ

を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。

　

三
、�

営
利
企
業
・
団
体
等
が
、
商
品
の
購

買
者
や
協
賛
者
を
対
象
に
、
神
符
守

札
を
斡
旋
頒
布
す
る
こ
と
は
許
可
し

な
い
。

　

四
、�

神
符
守
札
を
一
般
商
品
の
付
加
品
と

し
た
り
、
宣
伝
の
材
料
と
し
て
利
用

さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

　

五
、�

そ
の
他
神
符
守
札
が
、
崇
敬
心
の
有

無
に
か
か
わ
ら
ず
不
特
定
の
人
に
無

条
件
で
配
布
さ
れ
た
り
、
不
浄
不
敬

「
ア
マ
ビ
エ
」
を
用
い
た
社
頭
授
与
品

「
ア
マ
ビ
エ
」
を
用
い
た
社
頭
授
与
品

　
　
　
　
　
　 

教
化
委
員
会
　
広
報
部
会
　
石
　
井
　
宏
　
尚
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の
取
扱
い
を
受
け
る
恐
れ
の
あ
る
場

合
は
授
与
し
な
い
。

◎�
社
頭
頒
布
品
に
お
け
る
税
務
対
応
と
授
与

品
の
御
取
扱
い
に
つ
い
て

　

�（
平
成
十
一
年
七
月
六
日
付
総
神
発
第
一

〇
六
〇
号
）
か
ら
抜
粋

　

一
、�

凡
そ
神
社
社
頭
で
頒
布
さ
れ
る
神
符
・

守
札
ま
た
は
縁
起
物
と
い
わ
れ
る
干

支
や
土
鈴
等
の
授
与
品
は
、
単
な
る

装
飾
品
や
置
物
で
は
な
い
。
よ
っ
て

左
の
点
に
留
意
し
、
こ
れ
ら
の
社
頭

授
与
品
が
信
仰
上
の
対
象
で
あ
る
こ

と
を
明
白
に
す
る
こ
と
。

　
　
（
一
）�

授
与
品
に
は
、
祈
願
を
行
う
な

ど
信
仰
上
の
儀
式
を
徹
底
す
る

こ
と
。

　
　
（
二
）�

授
与
品
の
形
態
、
紋
様
、
図
柄
、

文
字
に
つ
い
て
、
神
社
と
の
関

係
（
特
殊
性
、
縁
起
性
、
縁
由
）

等
を
説
明
で
き
る
よ
う
に
し
、

一
般
物
品
販
売
業
者
の
物
品
と

同
質
の
も
の
と
解
釈
さ
れ
な
い

よ
う
に
す
る
こ
と
。

　
　
（
三
）�

神
社
の
尊
厳
を
損
な
う
よ
う
な

も
の
に
つ
い
て
は
、
厳
に
取
扱

い
を
慎
む
こ
と
。

　
　
（
四
）�

物
品
を
取
り
扱
っ
て
い
る
場
合

は
、
会
計
上
や
そ
の
取
扱
い
方

法
等
に
つ
い
て
、
授
与
品
と
峻

別
す
る
こ
と
。

　

二
、�

授
与
品
の
初
穂
料
に
つ
い
て
税
務
署

の
質
問
等
を
受
け
た
場
合
、
授
与
品

の
受
け
入
れ
価
格
や
奉
製
原
価
と
授

与
料
の
差
額
が
通
常
の
物
品
販
売
業

に
お
け
る
売
買
利
潤
を
大
き
く
上

回
っ
て
い
る
な
ど
、
神
社
へ
の
信
仰

上
の
表
れ
と
し
て
の
初
穂
料
（
税
務

上
は
神
社
へ
の
喜
捨
金
）
で
あ
る
こ

と
を
説
明
す
る
こ
と
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
授
与
品
に
関
し
て
は
、

神
職
の
重
要
な
責
務
と
し
て
、
十
分
に
慎
重

を
期
し
、
信
仰
上
の
尊
厳
を
厳
重
に
守
る
よ

う
周
知
徹
底
が
図
ら
れ
て
き
た
。た
ま
た
ま
、

ア
マ
ビ
エ
と
い
う
世
間
の
注
目
を
集
め
る
も

の
が
登
場
し
、「
こ
れ
は
い
い
こ
と
で
は
な

い
か
」「
い
ち
い
ち
や
か
ま
し
い
こ
と
は
い

わ
な
く
て
い
い
の
で
は
な
い
か
」
な
ど
の
考

え
方
が
進
み
過
ぎ
る
と
、
本
来
の
神
職
、
神

社
と
し
て
の
あ
り
方
が
崩
れ
て
し
ま
う
よ
う

に
感
じ
て
い
る
。

　

ま
た
、
社
頭
授
与
品
は
本
来
、
非
課
税
で

あ
る
。
た
だ
し
、
一
般
物
品
販
売
業
者
の
物

品
と
同
質
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
な
取
扱
い
を

す
る
と
、
良
か
れ
と
し
た
こ
と
が
課
税
対
象

に
も
な
り
か
ね
な
い
わ
け
で
あ
る
。
神
社
信

仰
の
根
源
に
関
わ
る
所
以
を
銘
記
し
、
問
題

と
な
る
こ
と
が
起
き
な
い
よ
う
充
分
に
留
意

し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

『肥後国海中の怪（アマビエの図）』（京都大学附属図書館所蔵）
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「
墓は

か

終じ
ま

い
」
の
定
着

　
「
墓
地
を
管
理
で
き
な
い
の
で
墓
じ
ま
い

を
し
た
い
。」

　

神
社
に
て
、
そ
の
よ
う
な
依
頼
を
受
け
た

こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
言
わ
ば
霊

璽
と
お
墓
を
管
理
で
き
な
く
な
っ
た
た
め
、

祀
る
こ
と
を
や
め
た
い
と
い
う
相
談
で
あ

る
。
依
頼
者
が
こ
の
よ
う
な
結
論
に
至
る
理

由
は
様
々
だ
が
、
神
職
と
し
て
は
「
簡
単
に

行
う
べ
き
で
は
な
い
。」
と
返
答
す
る
も
の

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
ん
な
依
頼
を
す
る

方
々
は
す
で
に
親
族
間
で
結
論
を
出
し
て
し

ま
っ
て
い
る
ケ
ー
ス
が
多
く
、決
意
は
固
い
。

こ
ち
ら
を
唸
ら
せ
る
よ
う
な
現
実
も
あ
る
。

　

一
例
を
挙
げ
る
と
、
神
道
家
の
家
長
が
亡

く
な
り
息
子
兄
弟
は
皆
県
外
に
転
居
し
、
出

所
に
残
っ
て
い
る
の
は
夫
に
先
立
た
れ
た
高

齢
女
性
一
人
の
み
。
墓
地
近
く
に
住
む
唯
一

の
親
族
だ
か
ら
と
管
理
を
押
し
付
け
ら
れ
、

困
り
果
て
て
神
社
に
墓
じ
ま
い
を
依
頼
し
て

き
た
。
こ
う
な
る
と
簡
単
に
は
管
理
の
継
続

を
教
示
し
難
い
。

　

こ
れ
に
は
依
頼
者
の
事
情
も
然
る
事
乍

ら
、「
墓
じ
ま
い
」
と
い
う
言
葉
が
余
り
に

一
般
化
し
た
こ
と
も
要
因
の
一
つ
と
考
え
ら

れ
る
。
更
に
難
し
い
ケ
ー
ス
で
は
、
親
類
縁

者
す
ら
無
い
ま
ま
亡
く
な
ら
れ
、
祖
霊
神
と

し
て
祀
る
者
が
い
な
い
、
仏
教
で
い
う
「
無

縁
仏
」
の
よ
う
な
故
人
の
墓
じ
ま
い
を
共
同

墓
地
管
理
者
か
ら
依
頼
さ
れ
る
こ
と
も
あ

る
。
葬
祭
・
霊
祭
を
一
時
的
に
行
う
こ
と
は

難
し
く
な
い
。
問
題
は
こ
の
霊
璽
と
遺
骨
を

ど
の
よ
う
に
祀
り
続
け
る
か
、
で
あ
る
。

神
社
に
よ
る
納
骨
施
設
の
運
営

　

神
社
に
よ
っ
て
は
祖
霊
社
や
墓
地
・
納
骨

施
設
を
神
社
が
有
し
、
こ
の
問
題
に
対
処
し

て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
中
で
も
納
骨
施
設

を
有
す
る
神
社
の
多
く
は
「
永
代
祭
祀
」
と

い
う
祈
願
目
で
、
仏
事
の
「
永
代
供
養
」
の

よ
う
に
霊
璽
や
遺
骨
を
神
社
の
関
係
施
設

で
護
り
、
永
久
に
祀
り
続
け
る
こ
と
を
請
け

負
っ
て
い
る
。
幾
家
々
の
祖
霊
神
が
祀
ら
れ

る
こ
と
な
く
処
理
さ
れ
て
い
く
現
実
を
見
過

ご
せ
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　

但
し
、
施
設
管
理
に
つ
い
て
は
注
意
点
も

多
い
。
永
代
と
な
る
と
建
築
物
の
老
朽
化
や

管
理
者
の
交
代
に
関
わ
ら
ず
墓
地
と
同
じ
責

任
を
負
い
続
け
る
為
、
長
期
を
視
野
に
し
た

運
営
計
画
が
必
要
で
あ
る
。
又
、
祖
霊
舎
と

奥
都
城
が
離
れ
て
あ
る
よ
う
に
、
霊
璽
と
遺

骨
を
同
じ
施
設
で
祀
ら
な
い
。
境
内
に
納
骨

施
設
は
設
置
し
て
は
な
ら
な
い
。
当
然
、
業

者
へ
「
名
義
貸
し
」
で
の
運
営
を
行
っ
て
は

な
ら
な
い
。
更
に
、
納
骨
施
設
の
設
置
に
つ

い
て
は
条
件
が
少
な
く
な
い
。

　

神
社
本
庁
で
は
神
社
の
納
骨
施
設
建
設
に

関
し
て
次
の
よ
う
な
留
意
点
を
挙
げ
て
い
る
。

①　

�

神
社
境
内
か
ら
離
れ
た
、
飛
び
地
神
社

有
地
に
建
設
さ
れ
る
こ
と

②　

�

已
む
無
く
隣
接
す
る
場
合
は
、
次
の
要

点
を
満
た
す
こ
と

　

イ　

�

神
社
へ
の
参
道
と
当
該
施
設
へ
の
進

入
路
と
が
完
全
に
区
別
さ
れ
る
こ
と

　

ロ　

�

神
社
の
主
要
施
設
と
当
該
施
設
と
が

境
内
林
な
ど
に
よ
っ
て
区
切
ら
れ
、

あ
る
程
度
の
距
離
を
も
っ
て
い
る
こ

と

　

ハ　

�

伝
統
的
に
神
域
と
し
て
信
仰
さ
れ
て

き
た
区
域
内
に
建
設
さ
れ
な
い
こ
と

　

ニ　

�

当
該
施
設
を
建
設
す
る
地
積
の
割
合

が
、
境
内
地
全
体
の
地
積
に
対
し
て

あ
ま
り
大
き
く
な
い
こ
と

  
納
骨
施
設
は
必
要
か

納
骨
施
設
は
必
要
か

教
化
委
員
会　

広
報
部
会　

副
部
長　

河　

本　

昌　

樹

教
化
委
員
会　

広
報
部
会　

副
部
長　

河　

本　

昌　

樹
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③　

�

何
れ
の
場
合
も
、
神
社
の
主
要
建
物
と

比
較
し
て
、
規
模
・
様
式
に
不
調
和
の

無
い
こ
と

�
（『
神
社
実
務
Ｑ
＆
Ａ
』
神
社
本
庁
編
）

　　

以
上
を
満
た
す
こ
と
を
最
低
条
件
と
し
て

い
る
。
更
に
は
法
的
条
件
も
然
る
事
乍
ら
近

隣
住
民
の
理
解
も
必
要
で
あ
ろ
う
。
現
在
納

骨
施
設
を
有
す
る
神
社
は
こ
れ
ら
の
条
件
を

ク
リ
ア
し
た
上
で
施
設
を
運
営
し
て
い
る
。

　

一
方
、
お
金
さ
え
払
え
ば
墓
地
を
手
放

し
、
管
理
か
ら
解
放
さ
れ
る
と
安
易
に
判
断

し
て
し
ま
う
人
が
増
加
す
る
こ
と
が
予
想
で

き
る
。
こ
れ
を
防
が
な
け
れ
ば
か
え
っ
て
問

題
を
助
長
し
か
ね
な
い
。

軽
視
さ
れ
ゆ
く
先
祖
祀
り

　

ネ
ッ
ト
上
で
は
「
墓
じ
ま
い
」
や
「
改
葬
」

は
商
品
名
の
よ
う
に
飛
び
交
う
。
業
者
や
宗

教
法
人
が
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
「
お
墓
を
引
き

継
ぐ
人
が
い
な
い
、
撤
去
し
て
新
し
い
墓
地

へ
引
っ
越
し
た
い
、
墓
地
を
や
め
て
お
骨
を

処
理
し
た
い
、こ
ん
な
方
に
は
【
墓
じ
ま
い
】

が
お
勧
め
で
す
。」
と
誠
実
そ
う
な
社
員
の

写
真
と
と
も
に
サ
ー
ビ
ス
プ
ラ
ン
を
掲
載
し

て
い
る
。
墓
地
の
解
体
や
遺
骨
の
取
り
出
し

だ
け
で
な
く
、
改
葬
許
可
の
行
政
手
続
き
や

永
代
供
養
の
為
の
寺
院
の
紹
介
ま
で
行
う
と

の
こ
と
。「
―
こ
ど
も
に
迷
惑
を
か
け
た
く

な
い
方
に
」
と
ま
る
で
墓
地
が
負
の
財
産
の

よ
う
な
謳
い
文
句
を
掲
げ
る
業
者
も
あ
る
。

ご
先
祖
様
を
お
祀
り
す
る
の
は
我
が
国
の
文

化
で
あ
り
、
敬
い
尊
ぶ
心
こ
そ
日
本
人
の
あ

る
べ
き
姿
と
守
り
た
い
。
社
頭
に
於
い
て
、

こ
の
よ
う
な
風
潮
を
正
す
言
葉
を
選
ぶ
も
教

化
の
一
環
で
あ
ろ
う
。

　
神
社
で
の
対
応
は

　

で
は
実
際
に
神
社
に
対
し
「
墓
じ
ま
い
」

の
依
頼
が
あ
っ
た
場
合
ど
う
対
処
す
る
の
が

適
切
だ
ろ
う
か
。
神
社
庁
に
問
い
合
わ
せ
が

あ
っ
た
場
合
、
お
祀
り
で
き
る
子
孫
の
お
ら

れ
る
限
り
現
存
の
祖
霊
舎
・
奥
都
城
は
大
切

に
し
て
い
た
だ
く
よ
う
に
説
明
し
て
い
る

が
、
已
む
を
得
ず

祀
る
こ
と
の
で
き

な
く
な
っ
た
際
に

は
氏
神
神
社
へ
の

相
談
と
な
り
、
こ

こ
か
ら
は
各
宮
司

の
判
断
に
任
せ
て

い
る
の
が
実
態
で

あ
る
。
し
か
し
対

応
可
能
な
施
設
を

も
つ
神
社
の
方
が

当
然
少
な
い
。
こ

れ
は
神
社
に
よ
っ
て
は
事
実
上
解
決
不
可
能

な
案
件
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
対
処

す
る
為
、
神
社
庁
が
納
骨
施
設
を
有
す
る
べ

き
と
い
う
声
も
あ
る
。
こ
れ
に
は
賛
否
あ

り
、
立
地
、
初
期
費
用
、
施
設
の
維
持
管
理
、

職
員
の
負
担
、
収
益
事
業
と
し
て
の
失
敗
し

な
い
程
度
の
需
要
が
見
込
め
る
か
等
の
問
題

が
あ
り
、
更
に
注
意
す
べ
き
は
先
に
述
べ
た

「
永
代
祭
祀
」
の
よ
う
な
形
で
あ
る
。
そ
も

そ
も
仏
事
の
「
永
代
供
養
」
は
本
当
に
「
永

代
」
な
の
か
。
岡
山
市
の
あ
る
真
言
宗
の
僧

侶
の
方
に
お
話
を
伺
っ
た
と
こ
ろ
、「
当
寺

院
で
は
納
骨
堂
を
所
有
し
て
は
い
る
が
、
基

本
的
に
は
檀
家
の
方
が
も
つ
墓
地
を
維
持
す

る
よ
う
に
促
し
て
お
り
、
ど
う
し
て
も
と
い

う
事
情
の
あ
る
場
合
の
み
納
骨
堂
へ
納
め
て

い
る
。」
更
に
、「
永
代
供
養
と
い
っ
て
も
納

骨
堂
で
の
供
養
は
三
十
三
回
忌
を
も
っ
て
終

り
、
そ
の
後
は
堂
地
下
の
カ
ロ
ー
ト
と
呼
ば

れ
る
共
同
納
骨
場
へ
埋
め
、
こ
こ
で
供
養
を

続
け
る
。」
と
の
こ
と
。
地
域
差
は
あ
る
が
、

あ
る
年
数
を
経
過
す
る
と
主
立
っ
た
供
養
か

ら
離
れ
、
遺
骨
そ
の
も
の
へ
の
執
着
を
失
く

し
て
い
く
と
い
う
考
え
が
根
本
に
あ
る
。
神

道
の
奥
都
城
ほ
ど
に
重
視
は
し
な
い
の
で
あ

ろ
う
。

　

数
少
な
い
こ
う
い
っ
た
依
頼
を
対
処
不
能

と
お
断
り
し
た
と
こ
ろ
で
、
神
社
が
信
頼
を

失
い
社
務
に
支
障
を
来き

た

す
こ
と
は
な
い
と
思

わ
れ
る
が
、
多
く
の
神
社
に
断
ら
れ
た
依
頼

者
が
神
道
そ
の
も
の
に
不
信
を
抱
く
こ
と
は

有
り
得
る
。

　

我
々
は
平
素
か
ら
氏
子
の
方
々
に
、
家
族

が
誰
も
祖
神
様
を
祀
る
こ
と
が
で
き
な
く
な

る
よ
う
な
状
況
に
な
ら
ぬ
よ
う
、
祖
霊
舎
と

は
何
か
、
お
墓
を
大
切
に
す
べ
き
は
何
故
な

の
か
と
い
う
情
報
を
一
般
へ
発
信
す
る
こ
と

か
ら
始
め
、
長
い
目
で
見
な
が
ら
対
処
し
て

い
く
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。

　
「
わ
し
ゃ
あ
、
こ
こ
で
お
墓
見
に
ゃ
あ
お

え
ん
け
え
の
う
。」

　

親
族
が
集
ま
る
会
話
の
中
で
、
誰
か
が
お

墓
を
管
理
し
て
い
る
話
が
出
る
だ
け
で
も
、

一
家
の
務
め
で
あ
る
と
い
う
空
気
が
流
れ
、

将
来
的
に
墓
じ
ま
い
の
選
択
を
回
避
す
る
意

識
が
生
ま
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

牛窓神社が所有する共同墓地「牛窓神社奥津城」
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ま
っ
て
は
、
神
社
の
運
営
に
悪
影
響
を
及
ぼ

す
こ
と
に
な
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

二
、
ど
の
よ
う
に
対
応
す
れ
ば
い
い
？

　

ま
ず
、
い
わ
ゆ
る
三
密
（
換
気
の
悪
い
密

閉
空
間
、
多
数
が
集
ま
る
密
集
場
所
、
間
近

で
会
話
や
発
声
を
す
る
密
接
場
面
）
を
避
け

る
よ
う
な
方
法
を
検
討
す
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。
例
え
ば
、
換
気
を
徹
底
す
る
等
の
方
法

が
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
多
く
の
方
が
触
れ
る
物
等
に
つ
い

て
定
期
的
に
消
毒
を
行
う
こ
と
も
有
効
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

な
お
、
神
社
本
庁
に
お
い
て
「
神
社
に
お

け
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
」
が
公
表
さ
れ
て
お
り
、
三
密

回
避
、
消
毒
等
に
関
し
て
記
載
さ
れ
て
い
ま

す
。
当
該
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
、
感
染
症
対
策

に
当
た
っ
て
参
考
に
な
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

三
、
感
染
症
対
策
の
重
要
性

　

感
染
症
対
策
は
、
法
的
責
任
の
観
点
だ
け

で
は
な
く
神
社
の
運
営
を
滞
り
な
く
行
う
観

点
か
ら
も
重
要
な
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
な

り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
日
頃
か
ら
対
応
を
検

討
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
こ
ろ
、
感
染
症
対

策
に
関
し
て
は
労
務
問
題
等
の
法
的
問
題
が

関
係
し
て
く
る
こ
と
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

　

感
染
症
対
策
を
ど
の
よ
う
に
行
っ
て
い
く
か

に
関
し
て
お
悩
み
の
場
合
に
は
、
一
度
弁
護
士

に
も
ご
相
談
さ
れ
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

神
社
で
の
感
染
？
―
感
染
症
と
法
的
責
任
―

（
相
談
）

　

当
社
で
ご
祈
祷
を
受
け
ら
れ
た
方
が
感
染

症
に
罹
患
し
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、

当
社
は
法
的
責
任
を
負
う
こ
と
に
な
る
の
で

し
ょ
う
か
。

（
回
答
）

一
、
神
社
が
直
ち
に
法
的
責
任
を
負
う
？

　

神
社
が
ご
祈
祷
を
行
う
に
当
た
っ
て
、
ご

祈
祷
を
受
け
ら
れ
た
方
の
生
命
、
身
体
、
財

産
等
に
損
害
を
与
え
た
場
合
に
は
、
神
社
は

生
命
、
身
体
、
財
産
等
に
配
慮
す
る
義
務
違

反
又
は
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
責
任

を
負
う
こ
と
に
な
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

生
命
、
身
体
、
財
産
等
に
配
慮
す
る
義
務

違
反
に
基
づ
く
損
害
賠
償
責
任
と
不
法
行
為

に
基
づ
く
損
害
賠
償
責
任
と
で
は
、
要
件
に

関
し
て
厳
密
に
は
異
な
る
部
分
が
あ
り
ま
す

が
、
両
者
と
も
、
①
相
手
方
が
感
染
症
に
罹

患
し
な
い
よ
う
に
す
る
注
意
義
務
違
反
、
②

損
害
、
③�

①
と
②
と
の
因
果
関
係
が
あ
る

こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う

考
え
方
の
方
向
性
自
体
は
共
通
し
て
い
る
と

い
え
ま
す
。

　

ご
相
談
の
件
で
は
、
ご
祈
祷
を
受
け
ら
れ

た
方
が
感
染
症
に
罹
患
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す

る
と
、
損
害
自
体
は
発
生
し
て
い
る
こ
と
に
な

る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
も
っ
と
も
、
感
染
症
は

社
会
生
活
の
中
で
も
罹
患
す
る
可
能
性
が
あ

る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
ご
祈
祷
を
受
け
ら
れ
た

方
が
ご
祈
祷
の
際
に
感
染
症
に
罹
患
し
た
か

は
判
然
と
し
な
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
の
た

め
、
貴
社
に
お
い
て
仮
に
感
染
症
に
罹
患
し
な

い
よ
う
に
す
る
注
意
義
務
違
反
が
あ
っ
た
と

し
て
も
、
損
害
と
の
間
の
因
果
関
係
が
不
明

確
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
貴
社
が

直
ち
に
損
害
賠
償
責
任
を
負
う
こ
と
に
な
る

可
能
性
は
高
く
な
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

も
っ
と
も
、
仮
に
損
害
賠
償
責
任
を
負
う

こ
と
に
な
る
可
能
性
が
高
く
な
い
と
し
て

も
、
神
社
に
お
い
て
感
染
症
対
策
が
十
分
に

行
わ
れ
て
い
な
い
場
合
、
付
近
住
民
の
方
か

ら
不
信
感
を
抱
か
れ
る
こ
と
に
つ
な
が
り
か

ね
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
に
な
っ
て
し

小
林
や
す
ひ
こ
の

神
社
法
律
相
談

　
近
年
、
県
内
神
社
も
法
律
上
の
ト
ラ
ブ
ル

に
巻
き
込
ま
れ
、
弁
護
士
に
相
談
す
る
ケ
ー

ス
が
出
て
き
て
い
る
こ
と
か
ら
、
小
林
裕

彦
弁
護
士
に
岡
山
県
神
社
庁
の
顧
問
弁
護

士
を
お
願
い
し
て
い
ま
す
。

　
今
回
は
小
林
弁
護
士
に
感
染
症
と
法
的

責
任
に
つ
い
て
説
明
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

岡山県神社庁
顧 問 弁 護 士

小
こ

 林
ばやし

 裕
や す

 彦
ひ こ

岡山市北区弓之町２番15号　弓之町シティセンタービル６階
TEL.086-225-0091　FAX.086-225-0092

小林裕彦法律事務所

　

令
和
二
年
九
月
二
十
五
日
、
岡
山
県
神
社

庁
神
殿
に
お
い
て
、
令
和
二
年
度
神
宮
大
麻

暦
頒
布
始
奉
告
祭
が
厳
か
に
斎
行
さ
れ
た
。

　

今
年
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡

大
防
止
の
為
、
参
列
者
数
を
制
限
し
、
各
支

部
長
お
よ
び
一
部
の
神
社
関
係
者
が
参
列
し

た
。

　

来
賓
は
、
皇
室
を
お
迎
え
す
る
神
宮
の
コ

ロ
ナ
感
染
防
止
指
針
の
た
め
神
宮
大
宮
司

（
代
理
）
は
欠
席
と
な
っ
た
が
、
神
社
本
庁

か
ら
は
湯
澤
豊
本
宗
奉
賛
部
長
が
参
列
さ
れ

た
。
神
宮
大
麻
が
神
前
に
奉
ら
れ
、
佐
々
木

副
庁
長
が
斎
主
と
な
り
祝
詞
奏
上
後
、
牧
庁

長
等
が
玉
串
拝
礼
を
行
っ
た
。

　

祭
典
終
了
後
、
牧
庁
長
と
藤
山
副
庁
長
か

ら
各
支
部
長
に
対
し
て
神
宮
大
麻
と
暦
お
よ

び
神
社
本
庁
幣
帛
料
が
授
け
ら
れ
た
。
引
き

続
き
令
和
二
年
度
の
表
彰
式
が
執
り
行
わ

れ
、
神
宮
大
宮
司
表
彰
と
し
て
、
倉
敷
都
窪

支
部
と
吉
備
支
部
が
優
良
支
部
と
し
て
表
彰

さ
れ
、
特
別
頒
布
優
良
奉
仕
者
と
し
て
岡
山

支
部
の
御
崎
宮
根
石
俊
明
宮
司
、
優
良
奉
仕

神
宮
大
麻
頒
布

神
宮
大
麻
頒
布

　
　
推
進
の
お
願
い

　
　
推
進
の
お
願
い

��

教
化
委
員
会　

神
宮
奉
賛
部
会　

副
部
長　

教
化
委
員
会　

神
宮
奉
賛
部
会　

副
部
長　

��

中　

島　

大　

秀　

中　

島　

大　

秀　
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者
と
し
て
十
名
の
神
職
と
五
社
の
神
社
関
係

者
が
そ
れ
ぞ
れ
表
彰
さ
れ
、
続
い
て
行
わ
れ

た
令
和
元
年
度
岡
山
県
神
社
庁
神
宮
大
麻
関

係
表
彰
式
で
は
、
十
二
社
の
神
社
と
三
名
の

役
員
が
表
彰
さ
れ
た
。

　

表
彰
式
終
了
後
、
神
宮
大
麻
頒
布
推
進
会

議
が
開
催
さ
れ
、
湯
澤
豊
本
宗
奉
賛
部
長
か

ら
神
社
本
庁
統
理
の
挨
拶
が
披
露
さ
れ
、
次

の
説
明
が
あ
っ
た
。

①�

神
宮
大
麻
頒
布
数
が
減
体
傾
向
で
あ
る
こ
と

②�

本
宗
奉
賛
部
と
し
て
は
、
第
三
期
「
三
ヵ

年
継
続
神
宮
大
麻
都
市
頒
布
向
上
計
画
」

で
は
、
初
年
度
と
な
る
令
和
二
年
に
二
十

五
年
ぶ
り
に
神
宮
大
麻
初
穂
料
が
改
定
と

な
る
こ
と

③�

最
終
年
度
の
令
和
四
年
は
神
宮
大
麻
全
国

頒
布
百
五
十
周
年
の
節
目
の
年
と
な
る
こ

と
か
ら
、
よ
り
強
力
な
増
頒
布
活
動
に
努

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

　

ま
た
、
今
回
神
宮
大
麻
初
穂
料
が
改
定
さ

れ
た
の
は
、
次
期
式
年
遷
宮
の
御
用
材
と
な

る
大
径
木
の
良
材
確
保
が
年
々
困
難
を
極
め

て
お
り
、
遷
宮
費
確
保
の
た
め
に
早
期
の
対

処
が
必
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
皇
家
第
一
の

重
事
、
神
宮
無
双
の
大
営
で
あ
る
式
年
遷
宮

の
御
準
備
に
万
全
を
期
す
べ
く
、
神
宮
が
決

断
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
旨
や
、

こ
れ
を
受
け
改
定
ま
で
の
経
緯
な
ど
、
資
料

を
も
と
に
詳
細
な
説
明
が
な
さ
れ
た
。

　

教
化
委
員
会　

神
宮
奉
賛
部
会　

髙
山
部

長
か
ら
は
、
本
年
度
の
大
麻
頒
布
推
進
活
動

事
業
計
画
に
つ
い
て
次
の
説
明
が
な
さ
れ
た
。

㈠
タ
ウ
ン
メ
ー
ル
に
よ
る
神
宮
大
麻
頒
布
推
進

㈡
神
道
青
年
協
議
会
へ
の
助
成

㈢�

Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
入
り
の
ポ
ス
タ
ー
に
よ
る
神

棚
贈
呈

㈣
神
宮
大
麻
支
部
担
当
者
合
同
会
議

　

七
月
二
十
八
日
に
支
部
担
当
者
合
同
会
議

で
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大

防
止
の
対
策
や
、
神
宮
大
麻
初
穂
料
の
改
定

等
、
例
年
よ
り
も
大
変
厳
し
い
頒
布
環
境
が

予
測
さ
れ
る
中
で
、
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
、

岡
山
県
内
の
神
社
が
一
丸
と
な
っ
て
頒
布
推

進
に
取
り
組
ん
で
い
け
る
か
各
支
部
の
意
見

を
出
し
合
っ
た
。

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
流
行
に

よ
り
、
新
し
い
生
活
様
式
の
実
践
が
求
め
ら

れ
、
大
変
厳
し
い
状
況
で
は
あ
り
ま
す
が
、

そ
れ
ぞ
れ
が
将
来
に
不
安
を
抱
え
る
今
だ
か

ら
こ
そ
、
神
宮
大
麻
と
氏
神
神
社
の
御
神
札

の
両
方
を
心
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
、
多
く

の
方
に
お
祀
り
い
た
だ
き
、
祈
り
を
通
じ
て

こ
の
国
難
を
と
も
に
乗
り
越
え
て
行
け
る
こ

と
を
切
に
願
う
も
の
で
あ
る
。

　

頒
布
活
動
に
関
わ
る
神
職
・
総
代
の
皆
様

に
は
、
感
染
症
対
策
を
徹
底
の
上
、
頒
布
活

動
へ
の
一
層
の
ご
協
力
を
お
願
い
申
し
上
げ

る
次
第
で
あ
る
。

神
宮
大
麻
頒
布
優
良
支
部

倉
敷
都
窪
支
部

吉
備
支
部

神
宮
大
麻
特
別
頒
布
優
良
奉
仕
者

岡
山
支
部

御
崎
宮
宮
司

根
石　

俊
明

神
宮
大
麻
頒
布
優
良
奉
仕
者

神　　　職

児
島
支
部

田
井
八
幡
宮
宮
司

近
藤　

大
祐

玉
島
浅
口
支
部

柏
島
神
社
宮
司

亀
山　

淳
司

東
備
支
部

和
氣
神
社
宮
司

小
森　

国
彦

邑
久
上
道
西
大
寺
支
部

幸
地
山
神
社
宮
司

児
仁
井
克
一

井
笠
支
部

甲
弩
神
社
宮
司

中
野　
　

啓

高
梁
支
部

郡
神
社
宮
司

豊
田　

正
美

川
上
支
部

大
神
社
宮
司

山
室
眞
佐
夫

真
庭
支
部

上
諏
訪
神
社
宮
司

近
藤　

有
生

真
庭
支
部

御
鴨
神
社
宮
司

内
田　

久
子

久
米
支
部

錦
織
神
社
宮
司

國
米　

英
男

神職以外

津
山
支
部

金
刀
比
羅
神
社
責
任
役
員

樋
口　

広
文

井
笠
支
部

星
尾
神
社
責
任
役
員

妹
尾　

勝
彦

吉
備
支
部

總
社
責
任
役
員

野
口　
　

了

高
梁
支
部

天
神
社
責
任
役
員

増
田　

正
實

美
作
支
部

瀧
神
社
責
任
役
員

芦
田　

正
志

神
宮
大
麻
関
係
表
彰
三
条
一
号
（
神
社
・
団
体
表
彰
）

岡
山
支
部

岡
南
神
社

倉
敷
都
窪
支
部

八
幡
神
社

津
山
支
部

加
茂
神
社

玉
島
浅
口
支
部

磐
岩
神
社

邑
久
上
道
西
大
寺
支
部

金
田
天
満
宮

井
笠
支
部

星
尾
神
社

吉
備
支
部

熊
野
神
社

高
梁
支
部

八
幡
神
社

川
上
支
部

磐
戸
山
神
社

新
見
支
部

天
満
神
社

真
庭
支
部

徳
山
神
社

美
作
支
部

土
居
神
社

神
宮
大
麻
関
係
表
彰
三
条
二
号
（
個
人
表
彰
）

玉
島
浅
口
支
部

磐
岩
神
社
責
任
役
員

安
田　

英
文

川
上
支
部

大
谷
八
幡
神
社
責
任
役
員

松
本
　
茂
昭

新
見
支
部

八
幡
神
社
責
任
役
員

上
田
　
永
二

令和2年度令和2年度

神宮大麻頒布大宮司表彰神宮大麻頒布大宮司表彰
令和元年度令和元年度

県神社庁神宮大麻関係表彰県神社庁神宮大麻関係表彰
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鶴
﨑
神
社
で
は
平
成
十
年
に
社
務
所
を
移

し
て
改
築
、
平
成
二
十
年
に
は
平
成
の
大
改

築
と
し
て
本
殿
移
設
及
び
社
殿
改
築
を
行

い
、
令
和
元
年
十
二
月
御
大
典
記
念
事
業
と

し
て
参
集
殿
が
竣
工
し
た
。

　

建
設
の
経
緯
は
、
参
拝
者
の
増
加
に
よ
り

手
狭
と
な
っ
た
社
務
所
機
能
（
授
与
所
、
事

務
室
、
会
議
室
）
の
拡
張
、
老
朽
化
し
た
職

舎
（
旧
社
務
所
）
の
除
却
、
参
拝
者
ト
イ
レ

の
拡
張
、
神
輿
庫
が
境
内
景
観
を
損
ね
て
い

る
た
め
の
移
設
等
の
懸
案
を
解
決
す
る
た
め

に
、
平
成
三
十
一
年
三
月
か
ら
工
事
が
取
り

進
め
ら
れ
て
い
た
。

　

竣
工
し
た
参
集
殿
は
、
木
造
二
階
建
て
一

部
ス
ラ
ブ
構
造
、
外
壁
は
一
階
を
杉
焼
板
、

二
階
を
漆
喰
仕
上
げ
と
し
、
屋
根
は
経
年
し

た
緑
青
銅
板
色
に
似
せ
た
オ
リ
ー
ブ
色
の
ガ

ル
バ
リ
ュ
ウ
ム
鋼
板
葺
き
と
し
、
社
殿
と
の

バ
ラ
ン
ス
を
考
慮
し
て
境
内
か
ら
は
平
屋
建

て
に
見
え
る
よ
う
な
建
立
方
式
を
採
っ
た
。

　

こ
の
建
立
方
式
を
実
現
さ
せ
、
社
頭
の
景

観
を
向
上
さ
せ
る
た
め
に
、
三
段
に
な
っ
て

い
る
複
雑
な
土
地
に
本
棟
と
南
棟
の
二
棟
を

渡
り
廊
下
と
内
階
段
で
繋
ぎ
、
土
地
に
適
応

さ
せ
た
建
物
が
考
案
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

本
棟
は
境
内
か
ら
繋
が
る
二
階
部
分
に
玄

関
ホ
ー
ル
、
授
与
所
兼
事
務
室
及
び
応
接

ブ
ー
ス
、
男
女
用
ト
イ
レ
、
職
舎
を
配
置
し
、

一
階
に
は
将
来
、
大
会
議
室
に
改
装
可
能
な

余
地
を
残
し
た
大
型
倉
庫
を
併
設
し
た
。

　

南
棟
は
二
階
に
神
殿
を
備
え
た
会
議
室
兼

祈
祷
所
、
一
階
に
は
神
職
・
巫
女
更
衣
室
二

室
、
そ
の
他
一
室
、
玄
関
ホ
ー
ル
、
ト
イ
レ

を
備
え
る
。

　

設
計
士
と
数
十
回
に
亘
る
綿
密
な
打
合
せ

で
、
特
に
「
こ
だ
わ
り
」
の
授
与
所
は
風
雨

と
直
射
日
光
対
策
と
し
て
三
メ
ー
ト
ル
の
軒

を
付
け
、
参
拝
者
に
対
し
立
っ
て
対
応
が
出

来
る
よ
う
に
幅
五
、
四
メ
ー
ト
ル
の
外
カ
ウ

ン
タ
ー
の
高
さ
を
一
メ
ー
ト
ル
、
内
カ
ウ
ン

タ
ー
の
高
さ
を
八
〇
セ
ン
チ
に
設
定
し
、
上

下
可
動
式
の
椅
子
を
配
置
し
た
。

　

事
務
室
、
応
接
ブ
ー
ス
、
会
議
室
は
全
て

キ
ャ
ス
タ
ー
付
き
の
椅
子
と
テ
ー
ブ
ル
形
式

に
し
て
、
特
に
会
議
室
は
一
五
〇
セ
ン
チ
×

六
〇
セ
ン
チ
の
ス
タ
ッ
キ
ン
グ
テ
ー
ブ
ル
を

採
用
し
、
二
人
掛
け
と
す
る
事
で
ゆ
っ
た
り

と
し
た
空
間
が
生
ま
れ
、
人
数
に
応
じ
た
レ

イ
ア
ウ
ト
も
容
易
に
出
来
る
。
ま
た
、
取
っ

手
を
廃
止
し
た
仕
込
み
戸
を
開
く
と
、
神
殿

が
現
れ
、
神
道
家
の
年
祭
、
祈
祷
も
奉
仕
可

能
で
あ
る
。

　

全
て
の
床
を
タ
イ
ル
カ
ー
ペ
ッ
ト
と
し
た

事
で
、
冬
で
も
足
裏
が
暖
か
く
、
汚
れ
た
場

合
部
分
的
な
取
替

も
可
能
と
な
る
。

ま
た
、W

i-F
i

ル
ー

タ
ー
を
三
台
設
置

し
、
全
室
及
び
境

内
の
一
部
を
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続

可
能
域
と
す
る
事

に
よ
り
、
総
代
の

持
つ
ス
マ
ー
ト

フ
ォ
ン
に
も
対
応

さ
せ
た
。

　

こ
の
度
の
工
費

で
工
夫
し
た
事
は
、

建
築
面
積
二
七
六
、

一
六
平
方
メ
ー
ト

ル（
八
三
、五
四
坪
）

一
階
倉
庫
部
分
を

加
え
る
と
四
三
二
、

七
六
平
方
メ
ー
ト

ル
（
一
三
〇
、
九

〇
坪
）
と
な
る
た

め
、
設
計
士
と
施

工
者
に
了
解
を
得
て
、
建
設
費
の
中
か
ら
備

品
、什
器
の
殆
ど
を
除
外
（
ユ
ニ
ッ
ト
バ
ス
、

洗
面
台
、
キ
ッ
チ
ン
収
納
、
便
器
、
給
湯
設

備
、
エ
ア
コ
ン
、
テ
ー
ブ
ル
、
椅
子
等
）
し

て
貰
い
、
施
主
支
給
と
し
て
神
社
側
で
全
て

手
配
し
た
事
に
よ
り
、
量
販
専
門
業
者
か
ら

こ
だ
わ
り
の
社

鶴
﨑
神
社
参
集
殿

宮
司

　太
田

　浩
司

第　32　回
（
都
窪
郡
早
島
町
早
島
鎮
座
）

参集殿全景
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格
安
で
購
入
設
置
で
き
、
建
設
費
を
抑
え
る

事
が
出
来
た
。

　

付
帯
事
業
と
し
て
、
社
務
所
内
の
台
所
を

取
り
払
い
、
女
性
用
ト
イ
レ
（
二
据
）
に
改

装
、
事
務
室
の
一
部
を
取
り
込
み
男
性
用
ト

イ
レ
の
便
器
を
一
据
追
加
し
て
、
土
足
で
入

れ
る
よ
う
に
改
装
。
二
〇
畳
の
座
敷
を
半
分

に
仕
切
っ
て
、
片
方
に
二
基
の
神
輿
を
格
納

す
る
神
輿
庫
と
し
て
改
装
し
た
。

　

正
月
三
ヶ
日
、「
こ
だ
わ
り
」
の
授
与
所

で
手
伝
い
の
巫
女
の
感
想
は
「
暖
か
く
、
機

能
的
で
、
広
く
動
け
る
の
で
疲
れ
を
全
く
感

じ
な
い
。」
と
高
評
価
を
得
、
境
内
に
迫
り

出
し
て
い
た
職
舎
（
旧
社
務
所
）
と
神
輿
庫

が
除
却
さ
れ
た
事
に
よ
り
、
広
々
と
し
た
景

観
に
様
変
わ
り
し
、
堂
々
と
し
た
社
殿
全
体

を
眺
望
す
る
事
が
出
来
る
よ
う
に
な
り
、
参

拝
者
か
ら
も
喜
び
の
声
が
聞
こ
え
た
。

　

構
想
二
年
、
次
々
と
追
加
さ
れ
る
神
社
か

ら
の
要
望
に
応
え
、
設
計
士
が
書
き
直
し
た

設
計
図
は
実
に
九
パ
タ
ー
ン
に
及
び
、
最
終

決
定
し
た
設
計
図
を
基
に
、
見
積
合
わ
せ
を

六
業
者
に
お
願
い
し
、施
工
者
を
選
定
し
た
。

設
計
士
、施
工
者
は
施
工
中
も
神
社
の
追
加
、

変
更
要
望
に
も
予
算
内
で
快
く
対
応
し
て
い

た
だ
い
た
事
に
感
謝
し
、
今
後
は
、
こ
の
参

集
殿
を
氏
子
の
拠
り
所
と
し
て
大
切
に
活
用

し
て
行
く
所
存
で
あ
る
。

会議室兼祈祷所

　

平
成
二
十
九
年
か
ら
、
皆
様
に
度
々
ご
協

力
を
賜
り
進
め
て
ま
い
り
ま
し
た
「
県
内
神

事
・
行
事
総
合
調
査
」
に
つ
き
ま
し
て
、
ご

報
告
い
た
だ
き
ま
し
た
デ
ー
タ
を
基
に
、
こ

の
度
、
岡
山
県
神
社
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
、
各
神
社
の
祭
事
を
検
索
で
き
る
よ
う
に

「
岡
山
の
神
事
」
と
し
て
整
備
い
た
し
ま
し
た
。

　

こ
れ
に
よ
り
、
一
般
の
方
が
神
社
庁
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
各
神
社
の
祭
事
を
調
べ
て
参

拝
さ
れ
た
り
、
祭
事
か
ら
各
神
社
の
詳
細
を

調
べ
る
こ
と
が
可
能
に
な
り
ま
し
た
。

　
「
岡
山
の
神
事
」
は
既
に
公
開
し
て
お
り
ま

す
が
、
情
報
が
不
十
分
な
と
こ
ろ
も
多
く
、

特
に
各
神
事
の
写
真
は
殆
ど
ご
提
供
い
た
だ

け
て
い
な
い
の
が
現
状
で
す
。
特
殊
神
事
部

会
で
は
随
時
更
新
作
業
を
行
っ
て
ま
い
り
ま

す
の
で
、
こ
れ
か
ら
も
追
加
の
情
報
、
神
事

の
詳
細
や
由
来
、
神
事
の
写
真
な
ど
の
ご
提

供
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

　
「
岡
山
の
神
事
」
検
索
ペ
ー
ジ
の
更
な
る
拡

充
の
た
め
皆
様
の
ご
協
力
を
よ
ろ
し
く
お
願

い
い
た
し
ま
す
。 祭

祀
委
員
会　

特
殊
神
事
部
会　

部
長　

鈴　

木　

宏　

志

okayama.shinji.sogochosa@gmail.com

岡山県神社庁

情報及び写真の送付先

メール

郵　送

授与所兼事務室及び応接ブース

「
岡
山
の
神
事
」
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
公
開

「
岡
山
の
神
事
」
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
公
開

※�なるべくデータでのご送付をお
願いいたします。
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名

誉

宮

司

年 
月 
日

鎮
　
座
　
地

神 

社 

名

氏
　
名

2
・
11
・
26

瀬
戸
内
市
長
船
町
土
師

木
鍋
八
幡
宮

髙
原　

家
康

神

職

任

免

▲

就
任
発
令
の
部
▲

年 

月 

日

鎮
　
座
　
地

神 

社 

名

本
務
職

氏
　
名

2
・
7
・
30

浅
口
市
鴨
方
町
地
頭
上

日
吉
神
社

宮
司

松
澤　

裕
子

2
・
8
・
15

岡
山
市
南
区
妹
尾

御
前
神
社

宮
司

佐
藤　

和
也

2
・
8
・
20

新
見
市
哲
西
町
大
野
部

八
幡
神
社

宮
司

小
篠　
　

昇

2
・
8
・
20

新
見
市
正
田

栢
森
神
社

宮
司

木
山　

知
香

2
・
8
・
20

新
見
市
正
田

栢
森
神
社

禰
宜

木
山　

陽
香

2
・
9
・
25

美
作
市
北
坂

阿
津
田
神
社

宮
司

中
村　

俊
典

2
・
10
・
1

久
米
郡
美
咲
町
原
田

諏
訪
神
社

禰
宜

磯
山　

弘
嗣

2
・
10
・
8

苫
田
郡
鏡
野
町
河
内

久
田
神
社

禰
宜

大
山　

吉
貴

2
・
11
・
13

岡
山
市
北
区
大
供
表
町

石
門
別
神
社

権
禰
宜

髙
須　

昌
緒

2
・
11
・
13

岡
山
市
北
区
三
門
中
町

國
神
社

権
禰
宜

難
波　

克
典

2
・
11
・
13

倉
敷
市
笹
沖

足
高
神
社

権
禰
宜

井
上
奈
々
子

2
・
11
・
13

津
山
市
加
茂
町
公
郷

加
茂
神
社

禰
宜

松
岡　

久
司

2
・
11
・
13

岡
山
市
北
区
富
原

松
尾
神
社

禰
宜

木
村　

亮
子

2
・
11
・
13

岡
山
市
北
区
建
部
町
小
倉

正
八
幡
宮

禰
宜

藤
森　

光
徳

2
・
11
・
13

瀬
戸
内
市
長
船
町
土
師

木
鍋
八
幡
宮

権
禰
宜

髙
原　
　

萌

2
・
11
・
13

高
梁
市
有
漢
町
有
漢

鈴
岳
神
社

権
禰
宜

小
原　

正
皓

2
・
11
・
14

勝
田
郡
奈
義
町
関
本

三
穂
神
社

禰
宜

矢
吹　

菜
於

年 

月 

日

鎮
　
座
　
地

神 

社 

名

本
務
職

氏
　
名

2
・
11
・
14

美
作
市
平
福

稲
荷
神
社

宮
司

粟
井　

洋
充

▲

退
任
発
令
の
部
▲

年 

月 

日

鎮
　
座
　
地

神 

社 

名

本
務
職

氏
　
名

2
・
7
・
29

浅
口
市
鴨
方
町
地
頭
上

日
吉
神
社

禰
宜

松
澤　

裕
子

2
・
8
・
14

岡
山
市
南
区
妹
尾

御
前
神
社

禰
宜

佐
藤　

和
也

2
・
8
・
19

新
見
市
哲
西
町
大
野
部

八
幡
神
社

禰
宜

小
篠　
　

昇

2
・
8
・
19

新
見
市
新
見

船
川
八
幡
宮

禰
宜

木
山　

知
香

2
・
8
・
19

新
見
市
新
見

船
川
八
幡
宮

権
禰
宜

木
山　

陽
香

2
・
8
・
20

井
原
市
美
星
町
三
山

八
幡
神
社

禰
宜

藤
井　

順
介

2
・
9
・
24

美
作
市
北
坂

阿
津
田
神
社

宮
司
代
務
者

中
村　

俊
典

2
・
9
・
30

久
米
郡
美
咲
町
原
田

諏
訪
神
社

権
禰
宜

磯
山　
　

睦

2
・
9
・
30

横
浜
市
西
区
宮
崎
町

伊
勢
山
皇
大
神
宮

権
禰
宜

磯
山　

弘
嗣

2
・
10
・
7

苫
田
郡
鏡
野
町
河
内

久
田
神
社

禰
宜

中
谷
由
圭
利

2
・
10
・
7

苫
田
郡
鏡
野
町
河
内

久
田
神
社

権
禰
宜

大
山　

吉
貴

2
・
11
・
10

美
作
市
粟
井
中

春
日
神
社

禰
宜

粟
井　

洋
充

2
・
11
・
13

美
作
市
粟
井
中

春
日
神
社

権
禰
宜

矢
吹　

菜
於

神

職

帰

幽

年 

月 

日

鎮
　
座
　
地

神 

社 

名

本
務
職

氏
　
名

現
身
分

享
年

2
・
7
・
30

新
見
市
正
田

栢
森
神
社

宮
司

木
山　

運
嗣

二
級
上

59

2
・
9
・
11

高
梁
市
成
羽
町
成
羽

伊
弉
諾
神
社

名
誉
宮
司

干
田
尾　

悟

二
級
上

98

2
・
11
・
26

和
気
郡
和
気
町

和
氣
神
社

名
誉
宮
司

小
森　

成
彦

二
級
上

76

2
・
11
・
30

津
山
市
瓜
生
原

瓜
生
神
社

宮
司

横
林　

武
彦

一
級

91
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庁　　務　　日　　誌　　抄庁　　務　　日　　誌　　抄

７月

１日 月次祭

６日 教化委員会総会・各部会

７日 祭祀委員会総会・役員会

８日 直階検定講習会受講者面接

13日 神政連監査会・役員会

14日 神青協広報部会

16日 広報部会

20日 総代会監査会・役員会

27日 祭儀部会／雅楽部会

28日 神宮大麻頒布担当者合同会議

29日 二級伝達式

30日 神青協発送作業

８月

３日 神政連代議員会

４日 月次祭

７日 直階検定講習会（８／７～９／１）

20日 監査会

21日 広報部会（鶴﨑神社）

25日 祭祀舞部会／雅楽部会（いさお会館）

28日 役員会（岡山シティホテル）

９月

１日 階位検定委員会

２日 月次祭

８日 祭祀舞部会

14日 女子神役員会

15日 育成部会

16日 神宮奉賛部会

17日 神宮大麻頒布始奉告祭習礼

24日 神青協臨時総会・役員会

25日 神宮大麻頒布始奉告祭

28日 財務委員会／特殊神事部会

10月

１日 月次祭

６日 直階伝達式

７日 役員会／身分選考表彰委員会

20日 事業部会

29日 特殊神事部会

30日 祭祀舞部会／雅楽部会（いさお会館）

11月

２日 月次祭

11日 神青協研修会・役員会

13日 表彰状伝達式／臨時協議員会／関係者大会企画委員会／女子神三役会

17日 祭儀部会

19日 神宮奉賛部会

20日 研修企画室会議

24日 祭祀舞部会／特殊神事部会

26日 伊勢神宮新穀感謝祭（役員のみ参列）

27日 世界連邦岡山県宗教者大会（聖ディエゴ喜斎記念聖堂）

30日 女子神役員会

令和２年７月１日～令和２年11月30日
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ああ    

とと    

がが    

きき

　

令
和
三
年
の
岡
山
県
神
社
関
係
者
大
会
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
感
染
防
止
対

策
を
講
じ
て
次
の
通
り
開
催
を
予
定
し
て
お
り
ま
す
。
但
し
、
感
染
状
況
に
よ
り
変
更
と
な
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。
開
催
の
詳
細
は
、
支
部
を
通
じ
て
追
っ
て
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。

　

神
社
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
は
新
た
に

「
岡
山
の
神
事
」
と
い
う
項
目
が
追
加

さ
れ
ま
し
た
。
祭
祀
委
員
会
特
殊
神
事

部
会
主
導
の
も
と
制
作
さ
れ
、
昨
年
八

月
に
公
開
と
な
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
我
々
広
報
部
会
も
小
規
模
な

改
良
を
行
い
ま
し
た
。
一
般
の
方
が
、
神

社
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
利
用
す
る
際

に
、
神
社
検
索
が
重
要
な
要
素
と
な
り

ま
す
。同
時
に
、検
索
に
は
ス
マ
ー
ト
フ
ォ

ン
の
使
用
が
主
流
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
以
前
か
ら
神
社
検
索
の
項

目
は
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や
タ
ブ
レ
ッ
ト

に
対
応
し
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
ス

マ
ー
ト
フ
ォ
ン
な
ど
か
ら
の
ア
ク
セ
ス

に
、
ト
ッ
プ
ペ
ー
ジ
か
ら
神
社
検
索
へ

の
窓
口
を
整
備
す
る
こ
と
で
、
迷
う
こ

と
な
く
氏
神
様
や
目
的
の
神
社
を
検
索

し
や
す
く
改
良
し
ま
し
た
。
更
に
、「
ご

祈
祷
は
氏
神
様
で
受
け
ま
し
ょ
う
」
と

一
文
を
付
け
加
え
る
こ
と
で
神
社
検
索

の
本
領
を
発
揮
し
ま
す
。
氏
神
様
を
認

識
し
て
い
た
だ
く
こ
と
、
神
事
は
氏
神

様
で
受
け
て
い
た
だ
く
こ
と
、
そ
れ
が

本
来
の
姿
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

最
後
に
、
ま
だ
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
は
収
束
の
兆
し
が
見
え
ま
せ

ん
。
皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、「
新

し
い
生
活
様
式
」
を
取
り
入
れ
て
、
感

染
に
は
充
分
ご
留
意
く
だ
さ
い
。
そ
し

て
、
一
日
も
早
い
終
息
を
お
祈
り
す
る

ば
か
り
で
す
。�

広
報
部
長　

青
江

　

毎
年
三
月
か
ら
四
月
ご
ろ
に
神
職
・
氏
子
の
方
に
ご
参
加
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
春
の
神
社

参
拝
団
体
旅
行
に
つ
き
ま
し
て
、
こ
の
度
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
で
現
時
点

で
の
実
施
は
未
定
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
感
染
状
況
を
見
極
め
つ
つ
、
実
施
の
可
否
を
決
定
い

た
し
ま
す
。

◆
岡
山
県
神
社
庁
　
春
の
神
社
参
拝
旅
行

岡
山
県
神
社
関
係
者
大
会
概
要

閉
庁
の
お
知
ら
せ

令
和
二
年
十
二
月
二
十
九
日
～
令
和
三
年
一
月
四
日
（
年
末
年
始
）

 

令
和
三
年
四
月
二
十
一
日
（
水
・
赤
口
）
午
後
一
時
三
十
分
か
ら

 

岡
山
国
際
ホ
テ
ル

 

演
題
（
仮
）
皇
室
に
つ
い
て

 

広
島
県
三
原
市
鎮
座
　
亀
山
神
社
　
宮
司
　
潮
　
清
史
　
先
生

 

約
三
百
人

開
催
日

場
　
　
所

講
演
会

講
　
　
師

参
加
人
数




